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This　paper 　pt
’eposes 　 a 　fremework 　of 　DiSaster　Management 　for　high 　seismic 　decades　i1　Japan．　The 　initia皇aims 　 of
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1 ．はじめに

　現 存 の 目木 の 災 害対 策 の 枠組 み を規 定 す る 「災 害 対 策

基本法」　（1961 ）が制 定 され る きっ か け とな っ た伊勢湾

台風 か ら 50 年 が 経過 した ，災 害対 策基本法が 目指 し た の

は，D 災 害対 策の 総合化，2）災害対 策の 計画 化，3〕巨

大 災害 に対 処 す る体 制 の 確 立 で あ っ た
1
） ．具 休的 な 内容

は ともか く として ， 災 害対 策基 本法 が 目指 した 3 っ の 目

標 は 現 在か ら見て も優れ た もの で あ る ，しか し な が ら，
法律が 目指 したに も関わ らずこ の 3 っ の こ とが実現され

て い な い 事
2｝

に 現 在の 災 害対 策 ・体制上 の 問題 が あ る．

　災害 の 経 験 を踏まえ 「災害 対 策某本 法 」 の 内容，国，
地 方 自治 体 の 防 災 計 画 の 内容 は 修 正 され て きた が，災害

対策 ・体制の 基木的な構造 につ い て は こ の 50午間全 く変

化 して い な い ．そ の 間，H 本経済は 大 き な 発 展 を 遂 げ，
目本 社 会 も大 き く変化 を してい る．果 た して 災害対 策基

本 法 が規 定 す る 現 在 の 災害 対 策 ・体制 の 枠 組 み で ，今 世

紀前半に 高い 確率で 発生 が 予 想 され る南海 トラ フ の 地震 ，

首
’
都 直下地 震 を乗 り切 る 事 が で き る の か，伊勢湾台 風 以

降 50年 閘 の 社会 状 況 の 変化 を踏ま え検討す る必 要 が あ る．
　 災害 対 策 基 本法 に つ い て は，河 田

3）
が阪 神 ・淡 路 大震

災の 経験を踏 ま えて ，そ の 問題 点 の 検討 を行 っ て い る．
ま た ，風 間

4j
は 制定 プ ロ セ ス に っ い て 文 献 資料 を も とに

明 らか に し，法の 目指 し た 意図は 貰徹され ず，や が て 法

が 意 図 し た の と は 違 っ た 防災体制が 構築 され て い っ た 事

を 明 らか に して い る．しか しなが ら，南海 トラ フ 地震や

首都 直下 地 震 とい っ た広 域 災害，巨大 災害 に対 す る対 処

とい う観 点 ， 世 界各 国 で 実施 され て い る災害 対 策 の 枠 紐

み の 中で ，災 害対 策 基 本 法 に 規 定 され る 日本 の 災 害 対

策 ・体制 は 普 遍性 を持 っ の か に っ い て の 検証 は行 われ て

い ない ．
　本 稿で は，21 世紀前半の 大規模広 域災害を乗 り切る た

め の 災害 対 策 ・体制 の あ り方 を明 らか にす る事 を 目的 に，
1）災害対 策基 本法 が 目指 した 3 っ の R 標 とR標 を実現 す

る た め の 具体的方 策 の 検証，2） 米 国 との 比 較検討に 基づ

く災害対策基本法が 目指 した 3 つ の 目標の 普遍性の 検証

と新 たな 課題 の 抽 出，4） 効 果的 な 災害 対策 を実行 す る た

め の 現 代 的 H標 の設 定 ， 5）設 定 した 日標 に基 づ く現在 の

日 本の 災害 対策 の検証 と今 後の 課 題 の 抽 出，を 行 う．

2．災害対策基本法 が 目指 した もの

（1）制 定 の 経緯

　災害対 策基本法が制定され る前か ら存在 して い た 「災

害 救 助 法1　 （1947），　 「水 防法 1　 （1949） は い ず れ も 災

害発 生後 の 応 急 対応 に関 わ る対 策 を定め た法 律 で あ っ た．

第二 次 大戦 後 し ば ら くは 国 士 の 荒 廃 に よ り風 水 害 が頻 発

し，日本 に お け る 災害対策の 主眼 は，応急対策 と復旧
・
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復 興 対策 に あ っ た
S♪ ．応 急対応 ，復 旧 ・復 興 が 災害 対 策

の 全 て とい うの が，災害 対 策 基本 法 制 定 以 前 の 制 度 の 状

況 で あっ た．
　 tg59年 （昭 和 34）9 月 26 日 に 紀伊半島に 上 陸 した 伊

勢湾 台風 は愛知県 ・三 重 県 を 中心 に 死者 5，098 人 とい う

甚 大 な被 害 を もた ら した，こ の 台 風 を契機 と して 現在 の

災 害対 策 基 本法 が制定 され る事 に な るの で あ る が，制定

ま で に 2年 と い う時間 を必 要 と した ，
　第二 次大戦後，被害軽減，被害抑 止 ，応急対 応，復

旧 t復 興 を含 む 総 合 的 な 災害 対 策 の ・体 制 の あ り方 に っ

い て議論が 行われ る よ うにな る の は 1952年 （昭和 27）
に 発 生 した十勝沖地 震以 降の 事 で あ る．十勝沖地震以 前

に も カ ス リーン 台 風 （1947），偏井 地震 （1948），ジ ェ

ーン 台風 （1950） とい っ た大 きな 被 害 を伴 う災 害 が 頻発

して い る が，戦後の 混 乱期 で もあ り，先述 の よ うに 応急

対 応 ・復 旧 が 最大の 課 題 で あ っ た ．1950 （昭 和 25）に

「国 上総 合開 発 法 」 が制 定され，災害 に強 い 国 上 開発 が

目的 の 一
つ に挙 げ られ る が，工 業 開 発 に室 眼 が置 かれ る

よ うに な る
fi｝ ．表 1 に 災害対策 基本 法の 制 定 プ ロ セ ス を

ま と め る ．
a）総合的な災害対策に 関する提言期

　 十 勝地 震 以 降，日本 学 術会議 ，北海 道，全 国知 事会 や

行 政管理 庁 か ら災 害対 策 に関す る様 々 な提言 が行 わ れ る

が ，具体的な 施 策は 講 じ ら れ な い ま ま，伊勢湾台 風 を迎

える
7）．

b） 災害 対策 基 本 法 の 検 討期

　伊勢湾台 風後 に 開 催 され た第 33同 臨時 国会 の 冒頭 で ，

当時 の 内 閣 総理 大 臣 で あ っ た岸信 介 は 「政府 は，今 次 災

害の 事例 に もか ん がみ，早 急 に 治山治水対策 を 中心 とす

る基 本的災害対策 に っ い て ，総合的，か っ ，科学的に 検

討 を加 え，恒久 的災害予 防の 方途 を樹立 し，こ れ を強力

に推 進 して 国 土保 全 の 万 全 を期 す る所 存 で あ
’iJ ます ，」

S， と述 べ ，総合的 ・
科学的 な 災害 対 策 の あ り方 につ い て

政府が検討を 行 う事を 表明す る
〔’｝．

　首相 の 答弁 を踏 ま えた 災害対策基本法に 関す る検討が

開始 され る が ，法 律 の 検 討 は D 内 閣審 議 室 ，2，自治 庁

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　表 1

（1960年 7月 1日 か ら自治省），3）自民党，4）社会党 と

い う 4 つ の 機 関 に よ り実施 され る．最 終的 に 自民党が 自

治省作成 の 「防災基本 法案要綱」 を採 用 し，内閣法制 局

と の 審議 との 結果 ，　 「 「防災基 本 法 」 とい う場 合 は 災害

の 未 然防止 の 面 に重 点 が 置 かれ て い う印 象 を興 え る」
9、

とい う理 由 で 「災害 対 策 基 本 法 」 と名 称 が 改 め ら れ ，
1961年 5 月 26 口，第 38回通常国会に 提出 され る，しか

し なが ら，国会 に デモ 隊 が 突入 す る とい う事 件 が あ り，

審議 未 了で廃案 とな る．
C）災 害 対策 基本 法案 の 問題 検討 期

　 1961 午 9 月 27 日第 39 回臨時国会に 再度提出され，提

案理 由説 明 に お い て 当 時白治 大臣 で あ っ た 安 井 謙 が 先 述

の 3 つ の H標 の 説 明 を行 う
〔4） ．国会 に提 出 され た災 害 対

策 基本 法 の 構 成 は、第 1 章 　総則 ，第 2 章 　防 災 に 関す

る組織，第 3 章　防災計画，第 4 章　災害予防，第 5 章

災害応急対 策，第 6 章　災害復 旧，第 7 章　財政 金 融措

置，第 8章 　災 害緊急 事 態，第 9章 雑則，第 IO章 罰

則 の 10 章 か ら構 成 され て お り，こ の 構 成 は 現 在 の 災 害対

策 基木法 に お い て も変 更 され て い ない ．自治省提出の 法

案で あ る た め 「地 方 行 政委 員会」 に お い て 具 体的な審議

が 行われ ，様 々 な問題点 の 指摘 が行われ たが ，大き な修

正 は 行 われ る こ とな く，付帯 決議 付 き で 10 月 31 日に可

決成 立 する t5） ．以 下 ， 法 案の 制定過 程，国会 で の 審議

過 程 で 具体的に ど の よ うな 対策が 検討 ・議論 され た の か

につ い て 分析を行 う，

（2）災 害対 策基 本 法 の 3つ の 目標

　 自治 大 臣 は ，災害 対 策 基 本法 に っ い て の 国 会 の 概 要 説

明お い て，3 つ の R標 に つ い て 以下 の よ うに 説明 し て い

る ．1） 災害対 策 の 総 合 化 ：現 行 の 災害関 係の 法 律 の 総

合 ・体系化 し，さ らに 実現 の た め の 組織 を構築する，2）
災害 対 策 の 計 画化 ； 災害発 生 の 予 防，発 災後 の 対 応 の た

め の 計 画 を策定 し， 災害対応 の た め の 体 制 構 築
・対 応 能

力 の 向 上 を は か る，3） 巨大 災害への 対 処 ： 巨大 災 害に 対

す る災害対応体制の 構築
川 ．こ うい っ た 日標を実現す る

た め に 具 体 的 に どの よ うな 方策 が 検 討 され た の か に つ い

災害 対 策基 本法 の制 定 プロ セ ス
ω

1952 　 3 ・
地

4月 十勝沖 地 震 を契機 に防災 対 策 に関する5項 目の 意 見 日本 学 術 会 議 防 災 部 会

5r 巨　災 害対 策 の前 進 北海

提言期 11r 巨常災害対策法　綱 「　　 金 　公 全 国 知 事会 災 害紺 策調 査 　 　会

1953　 1 「　 1 虫 　 　 ご △
　 　 　 　 「　 1　 亀　　　　　　、 A 言　　 、　 置　　 果 　　ム

1958　 9 狩野川台風

1959 　 8 「　
■
　 　 　　 　　 　 と　 の　

日

9 伊勢湾台風

10月
岸首相 ：「総合的、科学的な基本、抜本的な対策をたてて 将来の 国土

保 全 の 恒 久 策 として 国 会 で 審議 」
第 33回国 会 衆 議 院 本 会 議

1960 年 1rf 書 対 策 の整備1一　する 内閣　議室
A 　　　　　　　　　　　　

■
ム2 ；「　 　 は 1《虫 　 　 に　 　 る基 　

゜
　 　　 に　 　　 る意 向 34卩

5 臼 　　，　 の　　　び　
塾

に

6 「　｛ 基
o

法案検討期 9 癬 　 基 　
・
　 15 　 小 　

口
△

91 　 対　
一
久立1 に つ い て 自　 　に 　し入 会

11r 　〜　　
一
　 の　　に つ い て

一
　　 　 　　 　　 ム

19引 年 1 洲 　　 　「　 5　 　　 　 綱 　　 用
患

3 省との 自民
凸

5 「　 5 基 　
’
　 公 自民

幽

5月 内閣法制　　善 → 「 惇　　 基 　
ご
　 に 　　　

’
内 閣 法 制 局

5 臼 　　　 基 　 ご　　
馨 噺 ＝

5月 「災香対策基本法案亅提出、審議未了 で廃案 第38回国会

9 「言　　　　　　 ご　　　
囚 39 口 　

△

10 臼 　　　 基 　 ゜　　 立 39 ロ 　
ム

問題検討期
1962 　 4 「　　

辱
40 口　 A

7 ‘ 蜜 ・　 基　 寄　
’雪

9 「　 　
麁
　 　 立 40 ■　

△
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て 以下検討を行 う，
a）災害対策の 総合化 （表 2）

　災害 対 策基本 法 が 日指 した 災害 対 策の 総合 化 とは 「現

行 の 災害 対策関係法規 を総合的，体系的に 位置づ け，そ

れ らに 基づ く活動を組織化」
11）

す る こ とに あり，こ うい

っ た 目的 を 達成す るた め に ，災害対 策基 本法 に盛 り込 ま

れ た内容 は，組 織，応 急対 応 の 総合化 に 関す る規 定で あ

っ た．
　組織 の 総合化 に っ い て は，法 律案 の 制定 過 程 で 防 災

省 ・防災庁 と い っ た 災害対策 を 統 合す る 専門機関を 設 置

す る事 も検討 が行 われ，ま た国 会 の 審議 にお い て も，防

災専門機 関 の 設 置が 議論 され たが，突 現 され な か っ た．

防災専門機関が設立 され な か っ た 理 出 は具体的に は記述

され て い な い が 省庁間 の 調整 が 難 しか っ た もの と 考え ら

れ る．そ の 結果，災害対 策基 本法 に お い て 実 現 され た組

　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 表 2

織 の 総合化 は，国 ・地 方自治体に組織横 断的な体制 と し

て 防災 会 議 が 設 置 され る こ とに留ま っ て お り，実 働部隊

を持 っ 防災 専 門機 関 の 設 置 は 行わ れ な か っ た．
　応急対応

（6 ）
の 総合化が 本法律の 主 眼 と した 所 で あ り，

応急対策に関す る記述は 36 の 条文 〔第 5 章　第 50 〜86

条） に わた る．伊勢湾台風 にお い て 問題 とな っ た の は ，

「現 行 法 柎 下 で も，実 は 災害 時 の 臨機，応 急 の 措置 に 関

す る規定は ，相当程度そ ろ っ て い る ．　 （中略） た だ ，こ

こで 問題 とな る の は，これ らの い ろ い ろ な法律 に 分散 し

て い る 各規定を 総合的に 調 整 し，実施 運 用 す る体制 に 欠

け る」
且2》

こ とで あ り，災害対 策基本法 で は応 急 対応 の

「総合化亅 は 実現 され た．法 案の 制定 過程で は，水防団

と消防 団の
一

体化や都道 府県 レ ベ ル で の 特設 防災隊の 設

置 等が 検討 され た が 実現 され て い ない ．
　ま た，　 「被害を 出 さな い た め の 対 策」 ，　 「発 生 した 被

「災害対 策の 総 合 化亅 が 目指 した もの とその 対 策

　　 　　　 　 現行 の 災害対策 関係法規を総合的、体系的 に位置づ け、それ らに基 づく活動を
目的
　　 　　　 　 組織 化する

安井謙自治大臥 第39回国会衆
融院本会 議．田 刷 年 10月6臥

　 　 　 　 　 　 の

撫
玉 　地　 　，　 の 　誓 △ 一 災書 対策 基本法 窮 2章

検 討内容 防災 省の 設置
自治省「防災基本法案 j（拍 61年

10

組織

審議 内容

「防 災省とか な ん とか を作 っ て、各省のその 面 の要 素を全部集め てくる というの も
一

つ の 案で ごa 、ますが、それ よりは 各省がそ れぞれの 機構で 持っ て おるもの

は十分 に発揮 させ なが ら、そこ に総 合性を与 える基礎 を作 ろう、こうい うの がこ

の
邑
　 の 　　としておしま

自治大臣 安井識 第39 回国会

地方行政 委員会、1961 年 10

月25 日．門司亮膳員の質問に

対する答弁

現行制度
警報の 発令・伝達、避難の勧告・指示 等、応急対 策に 関する既存の 制度を総
△ ・　 自

　　　の
災害対策基 本法 第5章

手段
応急

対応 検討 内容
消防 団 と水 防団 の

一体 化 （自治 省）、都 道府県に 特設防 災隊 を設置 （内閣 審議

室）

自治省「防災基本法案」〔1961年
10 月）、内閣審議室 r災 害対策

暴本法案要綱亅〔1959 年 12

’
内 不 日

現行 制度
防災対策 に関する組織 の 整備、訓 練、備蓄、施設・設備 の整 備点検 （被 害軽減

災害対策基本法 第 4 章
に

討 内　 　　 　 止 　　に 　 　　 　 が 日　 で はな い 国会審議
予 防

対策

審議 内容

災書予 防の具体化につ きまして は、これは 各省間 にわた る問題で ございますし、
この法律の 建前が各省の 制度、法律を一応そ の まま認 めまして、さらに 総合的

に災害に対 処して い かなけれ ばならぬ、その 対処すべ き機構と調節 をこの 法律

で 　 えよ
一
　こ

一
い
噛
ふ
噛
に 考え て おりま

自治大臣安弁謙 ．第 39 回国会

地方行政 委員会 、196 τ年、O

月 26 日、門司亮議員の 質問に

対する答弁

表 3 「災害対 策 の 計 画 化亅 が 目指 した も の とその 対 策

目的

災害の 発生 を予防し、また は 不幸にして 災害の発生 を見た場合 に は 、 その被害

をできるだけ軽 減するためには 、 平 常から周到な計画 を立て、関 係機 関 の 緊密

な運 絡調整をはか り、必要 な諸般 の準備 を整えるとともに、訓 練を実施し、適時

　　な応　 ・　　
≡

　　 こ とがで 　る　 1　 えておく

安井 謙 自治大 臣．第 39回国会衆

話院本会隱 、1961 年 10 月 6 臥

災害対策基本法案の趣旨説明

現行 制度
中央防 災会 議 は防災基 本計画、省庁・指定公 共機 関は 防災業務計画、都道府

　 ・　 　 ・1　　 　 〜
”

面
災害対策基 本法 第3章

防災

計画

検討内容

防災基 本計 画とい うの は、まこ とに各省の権限 を拘束するようなこ とがないよう

に、しか も、各業務計画 を抽象的に吸い 上げて 、美しい文章 を作 れば、それで

もっ て 差しつ か えない とい うことになると思 うの です

松永忠二 議 員．第 39 回国会地

方行政委 員会、1961 年10 月 3
0 日、災 害対策基本法に関する

審議 内容

計画 で ございますの で、計 画 が作成された とい うことが、直ちに 今おっしゃ るよう

な意 味に おける効果 を発生するもの で はござい ません。こ れに基 づい て 、それぞ

れ の 各省庁において具 体的に施策を決定をしてい く、あるい は閣講の議を経て

き っ てい くとい う過 　 通じまして それが　体化され　現が

藤并政府委員．第39 回 国 会地

方行政委 員会、1961 年 10 月 3

0 日 、災害対策甚本法に関する

質 問

鰹 　 　　 　 　の 　 　
螳

任 災害対策基 本法 第 6睾

手段
検討内容 生活再 建支援 （社会党 ）

社会党「災害対策恒久立法」〔1
961 　 9

災害
復 旧

審議 内容
災害住 宅対策 につ きまして は、大筋 の 点で は、現行制度 をより適切 に運用 して

参れ ばまず 足りるの で はないか と考えて おります。

鬼丸政府委員、第39 回 国会地

方 行政委 員会」 961 年 10 月 1
3 臥 小 澤太郎議員の 買問に対

検 討内容 改 良復 1日 自治省「防災基本法案亅（1960 年

1

審 議内容

災害復旧 その もの の 原則 は原形 復旧で ござい ましょうが、今度 の 基本 法で精神

として おります とこ ろは、単 に原 形復旧にとどまらず、改 良あるい は関連事業 につ

い ても　 れ 　れ 　
』

配　 　 　 　
『
に　

一
て

’
し

安 井謙 自治大臣、第 39回国会衆

議 院本会議．1961年10月 13

日 、小澤太朗議 員に対する答弁
一

1　 　 ・　 の 　 　 の 　　 区 災宵対策基本法 繁7章
財政

金融

措置

検討過 程 激甚災害時の 復旧 事菜に 関する恒久立法。
自民党「防災基本法案」（1951年

5
冨

内
’

との
’ △

いで 　　 ’豐 につ い ては 明の 　　　　め る 行政防災研究会．2 σ OZ より
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害 を最 小 限 に止 め る対 策」 か ら構 成 され る 災害 予 防対 策

の 総 合 化 に つ い て は，災 害対 策 基 本法 が具 体 的 に 規 定 す

る内 容は ，発生 し た被害を最小 限に lhめ る こ とを 日的 と

した応 急 対応 に 限 定 した 狭い 内容
13〕

とな っ て い る，そ の

た め 国会審議 にお い て は，196且年当時は被害抑 止 対策 に

関 わ る法律 ・制 度 は少 な か っ た 事 か ら災害 対 策基 本 法 に

お い て 被 害抑 止対 策の 取 り扱 い が 少 ない 事 が論点 とな る．
し か し な が ら，災 害対策 基木 法 は ，各 省が 管轄 す る 制

度 ・法律を調 整す る もの で ある とい うの が 政府の 立場で

あ り，被 害 を出 さな い た め の 対策 （被 害 抑止 対 策 ），発

生 した被害 を最小 限に fHめ る （被害軽減対策） とい う被

害軽 減予防対 策の 2 つ の 側面 の 総合化 が 実現 され る 事は

なか っ た，
　 さ らに，風 間 7JS14） ，風 水害 対策 につ い て は，防 災基 本

計 両 に基 づ くの で は な く，建 設 省独 白で 「第二 次治 水事

業 5 力 年計画 」 を立案す る な ど し て 治水対策の 充実 を お

こ なっ たこ とか ら 「防災と治水が 分離され た とこ ろで，
風水 害 の 予 防 対 策 が進 め られ てい く」 と指摘 す る よ うに，
地震

・火 災
・風 水 害対

’
策 の 総合 化 （例え ば，風水 害対策

と 地 震 ・火 災 対策 の 総合的な 観 点 か ら の 予 算 の 重み 付

け） も実現 され て い ない ，
b） 災 害対 策 の計 画 化 （表 3）

　 災害対 策 基 本 法 が 口指 した 災害 対 策 の 計 画 化 とは 「災

害 の 発 生 を予 防 し，ま た は 不 幸 に し て 災害 の 発 生 を見 た

場合に は ，その 被害 をで きる だ け軽減す る た め に は ，平

常か ら周到 な計 画 を立 て ，関係 機 関 の 緊密な 連絡調 整 を

はか り， 必要 な諸般 の 準備 を整 え る と とも に ， 訓練 を実

施 し，適 時適 切 な応 急 対 策 を講 ず る こ とが で きる 体制 を

備 えて お く こ と」
IS［

で あ り，こ うい っ た 目的 を達成す る

た め に，災害対 策基 本法に 盛 り込 ま れ た 内容は，D 国 ・

地 方公 共 団体 ・指定公 共機関に よ る防災計画 の 策定，2）
復 旧事 業 の 実 施 責任，3） 災 害対 策費 用 の 負 担 区分，に関

す る規 定 で あっ た，
　防 災 計画 に っ い て は ，中央 防 災 会議 が防 災 基本 計画，
各省庁 ・指定公 共機関が 防災業務計画，都道府県 ・市町

村 は 地 域 防 災計 画 を 策定 す る 事 に な っ て い る．し か しな

が ら，中央 防災 会議，地 方自治体の 防災 会議に は指揮監

督 権 限 が与 え られ て お らず，特 に 既存制 度 ・法律が存在

す る被害抑止 対策 につ い て は，各省 庁 ・
部局 の 取 り組み

を と りま と め た も の とな り，具 体 的 な進 捗 管理 が行 え な

い 事が 危惧 され た （表 3　防災計画 「検討内容」　 「審議

内容」 の 箇所 参照）．
　災害復 旧 に つ い て は ，災害後 の 復旧 方 針 に つ い て ，原

形 復 旧で は な く，次の 災害 を防 ぐ とい う目的の 改良復 「ロ

主 義 を と る必 要 が あ る とい う議論 が 行 われ ， 災 害対 策基

木法の 中に 特例措置 とし て 改 良 復旧 を認 め る とい う内 容

が 盛 り 込 ま れ た ．しか し な が ら，現 在 も一
般法 で あ る

「災 害 対策基 本 法 」 に 優先す る特別法 で あ る 「公 共 セ 木

施設災害復 旧 事業 費国庫負 択法 」 で は 「第 2 条 2 項 ： こ

の 法律に お い て 「災害復旧事 業」 とは，災害 に 因 っ て 必

要 を 生 じ た 事 業で ，災 害に か か つ た施 設 を原形 に 復 旧 す

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表 4

る （中略） こ とを 日的 とす る もの をい う」 と され て お り，
復 旧 事 業の 原 則は 原形 復 旧 と な っ て い る．ま た ， 社 会 党

が 提案 し た 被災者の 個人 補償に つ い て は，阪神 ・淡 路 大

震 災 後 に 制 定 され る 「被 災者 生活 再 建 文 援法 」 ま で課題

として 残 され る．
　財 政金 融 措 置 に つ い て は，当時 の 災 害復旧 事 業 は ，国

の 支援 を得 るた め 「防災政策分野 は，政治家の 活 躍 の 場

と し て 存在 し て い た 」
16）

と言 わ れ る よ うに
， 災害発 生毎

に 特別 立 法 に よ り特 例措 置が講 じ られ る σ】 とい う状況

で あ り，災 害 対策 基 本 法 に 人規 模 災 害 時 の 恒 久的 な国 の

攴援制度が 盛 り込 まれ る こ とが 期待され て い た．しか し

な が ら，別 途法案 で 定 め る事 と され ， 翌年 （1962） に制

定 され る 「激 甚 災害 に対 処 す るた めの 特別 の 財 政援助等

に 関す る法 律 」　 （激 甚法 ） に 委 ね られ る ．そ の た め，国

会 審議 の 中で は 予算措置に つ い て 明確化な規定が 無い こ

と か ら 「羊頭 は 掲げ て お りま す けれ ど も，狗 肉 ら しい も

の さ え も 与え て くれ な い じゃ ない か，そ うい う失 望 を感

ず るだ ろ う と思 う」
171

とい う意 見 ま で 出た．　 「激 甚 法 」

は 且961年 9 月 6 日 に公 布 され，中央防災会議で ，翌 62

年 12 月 7 日に 全国 的な 大災害 （本激 ） の 指 定基 準 が 定 め

られ，さ らに市町 村 レ ベ ル で の 大災害 （局 激） の 指 定 基

準 が 1968 年 に定 め られ る事 とな る，
c｝ 巨大 災害 へ の 対処 （表 4）

　災 害対 策基 木 法 が 目指 した 「巨 大災害への 対処 」 の 方

針 と は 「災害対策の 緊急性 に か ん が み ，特 に災害が 国 の

経 済 及 び 社 会 の 秩 序の 維 持 に 重大 な影 響 を及 ぼ す べ き異

常 か つ 激 甚 な もの で あ る場 合 に 対処 す る体制 を確立 す る

こ とで 」
1s丿

で あ っ た．60年 安保 闘 争 が 行 われ て い る 時 代

背景 もあ り，第 39 回臨時国会で は 「第 8 章災害緊急事

態」 に っ い て は 章名 を 除き内容を 全 部削除 し て 可 決 し．
第 40 回通 常国会で 別 途議論 され る事 とな っ た．第 40 回

通 常 国 会 で は憲 法 学者 の 意 見聴 取 が行 われ憲 法 違 反 で は

な い とい う意 見 を得 て ， 内 閣 総 理 大 臣 は 「災 害 緊 急 事

態 」 の 布 告 を し 「緊急 災害 対 策本 部 」 を設 置 す る 事 が で

きる とい う仕組み が盛 り込 まれ た，　 「緊急災害対策木

部」 が 設 置 さ れ た 場 合の 最 大 の ポ イ ン トは ，本 部の 所 管

区 域に お い て 1）物資の 配 給，譲渡，引 き渡 しの 制 限 又

は 禁 iE，2）賃金及 び 価格等 の 最高額の 決定，3）金銭債

務の 支 払 い 延 期 及 び権 利 の 保 存期 間 の 延 長，が で きる 事

に あ る ，当時，内閣 法制 局長 官 で あ っ た 林修 三
1“〕

は ，現

在の 災霄救助法 に某 つ く応 急 対応 の 仕組み が 「占領中の

昭 和 22年 に 制定 され た とい う事 情か ら，中 央 の地 方 に 対

す る 統 制権i限 を増大 す る こ とをや や 遠 慮 し て 」 お り，伊

勢湾台風の 経験 を踏ま え る と関東大震災の よ うな 大きな

災 害を想定 した 場合 「中央 の 実施責 任 と そ の 権限 を強化

して も地方 自治 の 本 旨 に反 す るこ とは なか ろ う亅 とい う

指 摘 を行 っ て い る，し か しな が ら，災害 対策 基 本 法 が 規

定す る国の 役割は，巨大災害時に お い て も限定的で あ り，
国が 地 方公 共 団 体 に変 わ っ て 応 急対 応 を行 う よ うな制 度

は盛 り込 まれ な か っ た，

「巨大災害へ の 対処 」 が 目指 し た もの と その 対策

目的
災害対策の 緊急性に かんが み、特に 災害が国の 経済及び社会の 秩序に 重大な

影響を及 ぼすべ き異 常か つ 激甚なもの で ある場合 に対 処する体制を確立する

安井謙 自治大臣、第 39回国会衆

議院本会議．1961年10月 6臥
〜
く

対 　基　 　　の

現行 制度
異 常かつ 甚大な非常 災害が 発生した場合 には、内 閣総理 大臣 は災 害緊急事態

の 　 告　 　し 1《

　 　 　 　 　 　 　 耋　 で
災害対 策基本法 第B攣

も　　 囗亀 亨 とい っ た　 　　 　の 弼 　 　想

手 段

災害

緊急

事態

　 　　 　 次 回国会で 挿 入するこ とを前提 に 削除。憲法違 反で はない 。（憲法 学者 か らの
審議 内容
　 　　 　 意 　聴取 ）

検討 課題
地方 に対する指揮監 督権をもっ と強 化するとともに、場合 によっては代執 行権を

与 えること　 扨 　　 こ とで は なか 　
噛
か

林修三 」 師 9より

謇　　 索 な し
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（3） 災害対策 基 本 法制 定 当時 の 3つ の 目標 と課題

　 こ こ で は災 害 対 策 基本 法 の 制 定時 に 問題 と な っ て い た

災害対策基 本法 の 課題 につ い て ま とめ る．
a）災害対策の 総合化

  災吉対 策 を総合的 に実施す る防災省 ・庁 とい っ た 体制

の 整 備 が必 要 で あ る，  予 防 対策 にっ い て 被害 軽 減 対策

と被害抑止 対策の 総合化，治水対策 ・地震 とい っ た ハ ザ
ー

ドレ ベ ル で の 総 合化 が 必要 で あ る．
b）災 害対 策 の 計画 化

  国 ・地 方 白治 体 の 防 災 計 画 とも，分 野 ご との 対 策 を寄

せ 集 め た だ けで あ り実効性 に 疑問が あ り，具体的 な進 捗

管理 が行 うよ うな仕 組 み の 構築が 必 要 で あ る，  改良復

旧 を積極的 に実施す る必 要 が あ る，  被災 者の 生活 再 建

支援 に っ い て 考 える必 要 が あ る．
C）巨大災害へ の 対処

　巨 大災害時 に は国 が 直接災害対 応業務 を実施 す る よ う

な体制 を考 え る必要 が あ る．

3．日本の 災害対策 ・体制の定位

（1） 日 本 と米 国 に お け る災害対 策 （表 5）

　 日本 の 災害対策 ・
体制 の 定 位を行 うた め に は，目本 と

同 じ ハ ザー
ドを 対 象に し て お り，同 様 の 社会状況 の 国の

状 況 との 比 較 を行 う必 要 が あ る．本論文 で は 地震 ・台

風 ・洪 水 とい っ た あ らゆ る 白然災 害を対 象 と して お り，
また 同様 の 経済状況を もつ 米 国 との 比 較を 行 う．木稿 で

は速邦政府 の 対 策 と し て 全 米で 実施 され て い る 対 策 を中

心 と して 検 討 を行 い ， 付加 的 に米国に お い て 先進 的な 災

害対 策 の 取 り組 み を 行 っ て い る カ リ フ ォ ル ニ ア 州 の 事例

に つ い て も参照す る事 とす る，
　 日米の 災 害対 策 の 分 析 に っ い て は ，災害 対 策 の H標 で

あ る 「被害を 出 さな い た め の 対 策 」 と 「発 生 した被 害 を

最 小 限 に くい とめ る 対策」 とい う 2 っ の 軸 に 従っ て 行 う，
a）事前準備に よる被害軽減の 時代

　 第 二 次 世界 大 戦後 の 日本 の 災害 対策 制 度 は 1946年 に発

生 した 南海 地震 後 に制 定 され た 「災害救 助 法 」　〔1947）
に 始 ま る．災害 救 助 法 は 救 援 物 資 ・避 難 所 の提 供，応 急

仮設住宅 の 建 設 とい っ た 災害直後の 被災者支援を目的 と

した 法律で あ っ た ，そ の 後，1959 年の 伊勢湾台風 を きっ

か け に 治山治水 特 別措置 法，災 害対策基 本 法 が制 定 され

るの で あ る が，伊勢湾 台風 以 前 の U 木 の 災 害対 策 は 「応

急対応」 ＋ 「復 旧」
＝災害 対策 とい う状況で あ り，　 「発

生 し た 被害 ・影 響を最小 限 に くい と め る」 こ と を主 眼 と

した もの で あ っ た，
　 米 国 の 現 在 の 災害 対 策 ・体 制 は 1950年 に 制 定 され た

「Disaster　Reli¢ f　Act」 ，　 「Civil　Defense　Act」 に 始ま る
20／’．

1965 年 に 発 生 し た Hllnicane　Betsy は Hu πicane　Ka輌 na

（2005）で 大 きな被害 を受 けた ニ ュ
ー

オ リン ズ に 甚大な

被害 を もた ら し，こ の 災害を期 に全米洪水保険 （National

Flood 　lnsurance　Act） （1968）が 創設 され る．そ し て
，

1974

年 Disaster　Relief　Actが 大 改 正 され ，大 統 領の 災 害宣 言 に

も とづ き連邦が 被災者／自治体支援をす る とい う現在 の

災害対 策 の 枠組み の 原 型が 完成す る．1988 年 に は the

Robert　T．　Stafford　Disaster　Re正iefand　Emet’gency　Assistance

表 5　災害対策
・
体制 の 日 米 比較

ce）

日本 米国

被害を最 小限にくいとめる対
　　　　被害 を出さないため の対策　　　　　　 組 織鹽 旧 ・

披書を最小隈にくいとめる対
　 　　 　　　 　　 　　　 　　被 害を出さないための対毀　 　　　 　　 組織

南溝絶震1奮946 ｝、福并地震〔1948 ，

1・… 瓣 災晋歎助厳〔衂 471 　　　　 建麋基準法〔1950 ［

奮950冨 伊蟄潮台風 1959 ｝

餅 螂 ヒ撃rRdi 。fA¢t〔災害救

脚

C 剛 D 繭 n靼A。t〔市民防災》
〔1950 〕
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ー
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講
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鬢
ε
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Act が議会 で 可決 され，連邦政府 の 予 算を，被害 を 出さ

ない た め の 対 策 （被害抑止 ） に 使 うこ とが 認 め られ る よ

うにな る．
　 1950 年 代 の 連 邦政 府 の 応 急 対 応 ・救援 は 現 在 の

Department　ofHousing 　and 　Urban　Development，　HUD の 前身

に あ た る the 　Housing 　and 　Home 　F   ance 　Administrationが 担

当 し て い た ．1961 年 に は the　O伍 ce　 of 　Emergency

Management が ，そ して 1978 年 に Federal　Emergency
Managemerit　Agency が設立 され る．
　 1971年 の San　Fernando 地 震以降，カ リ フ ォ ル ニ ア 州で

は 被害抑 止 の た めの 対 策が 講 じ られ る よ うに な るが，法

律 体 系 か らも明 らか な よ うに米 国 の 連 邦 政府 の 災害 対 策

は 1980年代ま で は発生 し た被害 ・影響を最小限に くい と

める こ と （被 害軽 減 ） を 日標 とし た もの で あっ た。

　 口 本 と異 な る取 り組 み と して は ， 災害 対策 と将 来 計 画

の 融合 が あ る ．カ リ フ ォ ル ニ ア 州
「9、

は 1971 午 の San
remando 地 震後，各白治体の 将来 ビジ ョ ン で あ る General
Plan に 地震防災 計画 （Seismic　Sa叙 y　Elcment ）を 盛 り込

む事 を義務づ け る法律を制 定 し，1989午には 地震だ け で

な く総 合的 な 安 全 に 関す る計 画 （Safety　E且emerlt ） を盛 り

込む事を義務づ け るよ うに な る
lt）．

b）被害抑止 （mitigation ） の 時代

　 口本 では，1959 年 の 伊勢湾台風 を き っ か けに 「治 山治

水 特 別 措置 法 」　 （196  が制 定 され，国 の 予 算 的 な裏 付

け を もっ て 「治水 10力 年計画 」 が進 め られ るよ うにな る．
地 震対 策に つ い て も建 築基 準法 （1950）が 地 震 災害 毎 に

改訂 され，各省庁 で個別に 進 め られ る被害を出 さない た

め の 対 策 （被 害 抑 止 ） が 阪神 ・淡 路 大震 災 まで の 日本 の

災 害対 策の 基 本 とな る．そ の
一

方 で、米 国 とは対 照 的 に，
災害対策 基本 法が 具 体 的 な 内容 を 定 め る 「発 生 し た被 害

を最小 限 に と どめ る こ とを 日標 と し た対策」 に つ い て の

取 り組 み は遅 れ る．1964 年 に発 生 した 新潟 地震 を受 け て

「地 震保 険 に 関す る法 律」 が制 定 され るが ，大き な災害

が発生 しな か っ た 事 もあ り，1963 年 に 定め られ て 以 来，
阪神

・
淡路大 震災ま で 「防災 基 本 計画 」 の 大 き な改 訂 が

行わ れ な い ．
　米国で は，80年代後半〜90年代 に 巨額の 経済被害を と

も な う 大 規模 災 害 （Lo皿 a　Hieta　Earthquake（1989），
Hurricane　Hugo 　（1989），　 Hurricane　Andrew　（1992）　，
Northridge　Earthquake（1994））が 頻発 し，被害撞止 対 策

（mitigation）を実施 しな けれ ば応 急 対応 ，復 旧 ・
復興 に

巨額の 費川を 要する 事が 問題 とな っ た
22）．こ うい っ た流

れ を受 け て ク リ ン ト ン 政権時代 に 始 ま っ た の が Project

Impaot（1997）で あ り ，さ ら に 2000 年 に は Disaster

Mitigation　Act が 制 定 され る．　 Disaster　Mitigation　Act は 各

自治 体 に被 害 抑 ［lt計 画 の 策定 を求め る も の で あ り，被害

抑止 計 画 が 策 定 され て い な い 自治 体 にっ い て は 災害 発 生

時 に St丗 Drd 　Act に基づ き災害復興費用 と して 連 邦 か ら支

出 され る mitigatiDn 　grantが 使 え ない とい うペ ナ ル テ ィ
ー

が設 け られ て い る，
c＞ マ ル チ ハ ザード・総合 防 災

　 1995 年に 発生 し た阪神 ・
淡路大 震 災 で は，初 動 対応 ・

応急対 応 に 人き な問題が 発生 し，　 「災害対 策基 本法 」 の

改正 （且995）が 行 われ る，法律の 大きな改正 点は 「巨大

災害 へ の 対処 」 に関 す る項 目 で あ り，激 甚 災害 の 場 合に

は，災害 緊急 事 態 の 布 告 を す る事 な しに，内閣 総理 人臣

を本部長 とす る 緊急 災害対策 本 部 を設 置 で き る こ と，緊

急 災害対 策本部長が 指定行政機関の 長 （国 の省庁） に 指

示 をす る こ とが で き る こ と，非 常災 害対 策 本 部 ・緊急災

害対策本部 に現地 災害対策 本 部 を 置 くこ とが で き る こ と

で あ っ た
23 ），組 織 面 で も 中央省庁 再編 に 伴い 国土庁 防災

局か ら内閣府 に 中央防災会議の 事務局 が 移行 し防災担 当

人臣 が 常置 され，さ らに 内閣 危機 管 理 監 が設 置 され る．
また，災害復興 にお け る個人の 生活再 建 が 大 きな課題 と

な り，1998年に 「生活 再建 支 援法」 が 制定 され る．
　 ま た ，1995 年地下 鉄サ リン事件，200 且 年米国 同 時多発

テ ロ の 発 生 に よ り，武 ノJ攻 撃 事 態 等 に 対 処 す るた め の

「国 民保 護 法 」　（2004 ）が制 定 され ， 白治体 レ ベ ル で は ，

自然 災害，テ ロ を 含む 人 為 災 害 に 対 し て 総 合的 に対 応 す

る 「危機管理 」部局が 創 設 され る よ うに な る．取 り組む

べ き課 題 は 数多 く残 され て い るが ，口 本に お い て は あ ら

ゆ る災害 を対 象 と して 総合的な災害対 策を行 う， とい う

事 の 萌芽 が 見 られ る よ うに な っ て い る ．

　ク リン トン 政権時代に 被害抑止 （mitlgation ） も含 め た

総 合 的 な対
’
策 へ と大 き く舵 を切 っ た 米 国 で あ るが，20el

年 米 国 ・同 時 多発 テ ロ に よ りテ ロ 対 策 が 災害 対 策 の 中心

課 題 と な る ．2002 年 国 家安 全保 障省 が 創設 され，FEMA
は 国家安全保障省の 　

・
部局 とな り，自然災害で は な く人

為災害が FEMA の 主 要 な課 題 と な る
14b ，ま た ，連邦政府

の 対 応計画 も Federat　Response　Planに変 わ っ て National

Response　Plan （2004） が 策 定 され，さ らに全 米 共通 の 危

機管理 シ ス テ ム　（National　Incident　Management　System．
NIMS （2004）〕 が 導 入 され る，総合防災 とい う観 点 で は ，
National　Response　Plan｝こ 連邦政府の 役割 と して 災害復興

（ErllergcnCy　SupPort　Functiun14 ，　Lollg　terrn　recovery ） が位

置づ け られ る よ うに な る，テ ロ 対策 重 視 の 中 ， 2005 年 ハ

リケーン ・カ トリーナ が発 生 し，再 び 自然 災害 対 策 に 関

心 が 向け られ る よ うに なる．特に 災害復興が大 きな 課題

と な り，Post−Ka 頃 na 　Emergency 　Mamagemerit 　Reform 　Act

（2006 ）で は，連邦 政 府 が 全米 復 興 戦略 （Natienal　Disasrter

Recove【y 　Strategy） 並 び に 全 米 住 宅再 建戦略 （National
Housing　Recoverγ　Strategy）を策定す る事 が規定 され る

25・’．
ま た ，被害抑止 に つ い て も 2007年に カ リ フ ォ ル ニ ア 州 で

は あ らゆ る 災害 を 対象 と し た 被害抑 止 計画 （State　 of

Calitbrnia　Multi−Hazard 　Mitigation　Plan，2007 ）カミ策定 され

る，2001 年 の 同時多発 テ cr，2005　一・　Hunicane 　Kat血 a の

経 験 を 経 て，米 国 に お い て は，あ らゆ る災害 を対 象 と し

た 総合 的 な災 害対策 の 実 質的 な仕 組 み が完成 しつ つ あ る，

（2）米国の 災害対 策 ・体 制 の 目標

a）災害対策の 総合化

　
’‘al1　hazards，　ali　discipline

“
が 現 在の 米 国 に お け る 危機管

理 ・災 害対 策 の 基 本 的 な 考え方で あ る
（10） ．これ は あ ら

ゆ る 災 害 を 対 象 に 被害 抑 止 （Mitigation），被害軽減

（Preparedロess 〕 ， 応 急 対 応 （Respense ） ，復 「日 ・復 興

（Rccovery）の 全 て を 考 慮 した総 合的 な 災害対 策を構 築

す る とい うもの で ある．米国は ［990年代ま で 被 害軽減 ，

応急 対 応 を 中 心 と し た 災害対 策 を 講 じ て き た が ，
Hunicanc 　Andrew （1992 〕，

　 Northridge 巴arthquake （1994）の 巨

額の 経済被害 の 経験 を経 て 被害抑止 対 策 も含めた 災害対

策が 行 わ れ る よ うに なる．さら に，2001 年同時 多発テ ロ

を き っ か け に テ ロ を含 む あらゆ る災害を対象 に す る よ う

にな り， 復 興対 策 も連 邦政 府 の 施 策 と して 盛 り込 ま れ る

よ うにな る ，そ の 後，HUiTicane　Kanina の 経験 か ら復興対

策 が よ り 重 視 さ れ る よ う に な り， t‘
all　 hazardS，　 all

discipline’Lが実 質的 な代 組 み と して 実現 され よ うと して い

る．

b） 災 害対 策 の 計画 化

　米国 で は 1990 年代 半 ば か ら戦略 的 経 営 （Strategic
Management ） と い う考 え方 が 行政経営に お い て 使わ れ る

よ うに な る
16、 ．こ れ は戦 略 計画 （Strategic　Plan） が 定め
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た政策 目標 （Objectives） 毎 に 数値 目標 で あ る 業績指標

（Perfbrmance 　Measure ） を設 定 し，業 績 指標 が 達 成 され

たか ど うか とい う視 点 で行 政 評 価 を行 う とい う仕 組 み で

あ る
27j ．戦 略 計 画 の 考 え方 は 災害 対策 に も適 用 され て お

り，FEMA は戦略計画
2繹｝を 策定 し，業績指慓

Cte
に 基づ

く評価 を行 っ て い る
ユ9、 ，

C）巨大 災 害へ の 対処

　 米 国の 災害 対応 シ ス テ ム は 4 層 構造 （基礎 自治 体 く 相

互支援シ ス テ ム の 発 動く 州く 連邦） に なっ て お り （図 1），
第
一
義的 に は基礎 自治体 （市，郡 ）が 事態に 対 応 す る事

に な っ て い る，連 邦政 府 の 攴援 は大 統 領に よる 「災 害 宣

言 （Declaration　ot
’
・Disaster） 」 が行 われ て 初 めて 実施 され

る，災害 の 規模 に応 じ て 基礎 自治体 → 州 → 連邦政府 と い

う よ うに 災害対応 に 関与す る機 関が 増 えて く る と い う考

え 方は 日本 と同 じで あ るが，日本 と米 国 の 最大の 違 い は，
連 邦 政 府 に よ る支 援 が 開 始 され た場 合，連 邦 政 府 の 機 関

が，実際の 災害対応業務を直接実施する 事 に ある，ま た，
連邦政 府 の 災害対応 の 指揮調整 は FEMA が 行 うこ と に な

っ て お り， 全 ての 連邦 政府 の 機 関は FEMA の 指揮 下 に 入

り，災害 対応 予 算 も FEMA が 管理 す る．
　 また，連邦政府 に よ る災害対策を効率的 に 実施するた

め ，全 米 共 通 の 危機 対 応 シ ス テ ム （National　incident

M 跏 agement 　System） が 現 在，導入 され て い る．2005年
Hurricatte　Katrinaの 際 は導 入途 中で あ り，全米 で 導 入 され

て い な か っ たた め機関相 互 の 連 携に 時 間を要 した とい う

報告が な され て い る
30）．

d） 将来ビ ジョ ン との 融合

　 カ リフ ォ ル ニ ア 州 の 災害 対 策 で 特筆 す べ き点 は ，地域

の 将来 ビジ ョ ン で あ る General　Planと災 害対 策 の 融 合 を

行 っ て い る事 で あ る，地 域 リス ク は 地域 の 開発 計 画 を考

え る上 で 不 可 欠の 清報で あ り，ま た，被害抑止 対策 は 地

域 開癸 と深 い 関係 を もつ ．カ リフ ォ ル ニ ア 州 は 1971 年 の

San　Fernando地 震 後 ， 各 自治 体 の 将 来 ビ ジ ョ ン で あ る

General　Planに 地 震 防 災計 画 （Seismic　Safety　ELement ） を

盛 り込む事，1989年か らは 地震だ けで な く総合 的 な安全

に 関す る 計画 （Safety　E且ement ） を 盛 り込 む 事 を 義 務づ け

る よ うに なる
lh ．

　 Mintmal　　　 Low 　　　 Medium　　　High　　　 Cata8tropmic

　 　 　 　 　 　 　 1門CrPt5ing 　me9 網itude　8nd 　@t皀verit

図1 　 米国 の災害対応シ ステ ム の4 層 モデ ル（出典

FEMA3a

） 4．21 世紀 前半の巨大災害に備えた災 害 対 策

あ

方 （ 1 ）日 本 の災害 対策 ・

制の課題 　災害対 策基本 法 案の制定過程 ・国 会 審 議

中 の 様 々な 提 案 ， 問題 点の 指 摘 から明ら かな ように，

「災害 対策 基 本法」制 定当 時 は ， 本質的 な 意味 で の

j 災害対策 の 総 合 化， 2 ）災害 対 策 の計画化 ，3 ） 巨

災害 への 対 処 のた め の 仕 組みは 実 現 され な かった，

の後， 阪神・淡路大 震災後 に ， 巨 大災害への 対 処 の

めの 仕組み， について は改jE が 行 われ ， 首相 の リー

ーシップ 権 限は 強化され る ．しか しな が ら ，制定当

に 議 論 がさ れ た 防 災 専門 機 関 の設 置に つ い ては実現さ れ

いない． 法 律 改 TF ．に伴う 国会審議に お いて は 196

N の法 律制 定時と同様に，実働 部 隊 を持 つ 「緊
急災害対

庁 亅 の 設置 に 関 する 議論 33 〕が 行 われ るが ， 政府

員か ら「 災害応 急対 策に かか わ り ま す多 くの省庁の 調

を 行 う た め には ， 　 （ 中略 ） ，実 働部 隊をその中 に

っ て い るか どう か と い う こ と は ， そ れ ぽ ど 重要 な

件で
はないと考 えて お ると ころでご ざい ま す」 34 ） と

う 答 弁が行わ れ，米 国 のような 巨 大 災 害 時 に は国 が

急 対 応 業務を 直接 実 施 す る仕 組み は 構 築さ れ て い な

． 阪 神 ・ 淡 路大 震 災後 に内閣 総 理 大臣 の 諮問 機関 とし

設置され た「 防災問題懇 談 会 亅 は， 　「防 災 問 題懇 談会提

」 　（ 1995 年9Hll 目 ）の 中 で「大 規模災害 時

ﾉ は国 にお い て ，積極 的 に地方 公共団体の応急対策の支

援を 行 う べ きで ある 」 と しているが，具体 的 な 支 援 内容

に っい て は述 べられ て おらず

支 援内 容 にっい て は 今後 詳 細に 検 討 す る必 要 があ る

　 ま た ， 災 害対 策の 総 合 化， 災 害対
の計画化 に関わる 内 容 にっ いて は制定 当 時 の まま

あ る． 　災 害 対策 基 本法の3 っの 基
本R 標 と米 国 との 比

検 討・歴史 的変遷の
分 析から ． 1 ） 災害対 ’ 策 の 総

化 ： マル チ ハザード か っ 被 害抑止，被 害 軽減 ， 応 急 対

， 復旧・ 復 興 を 含む総合的 な災害対策 の実 施，2 ）災

対策の計 画 化； 数値目 標をもった戦略的 な 災 害 対 策の

施 ， 3 ）巨大 災 害への 対処 ：国 の 役割の重 要権， 4
将来ビジ ョンとの 融合 ：総 合計 画 へ の 災 害対策 の位

づ け ， とい う 効 果 的

ﾈ 災霄対
策を 実 施 す る 上 で実 現す べ き4 っ の現 代的 目標

ﾌ抽 出をおこ なった． 　 国家7 ・ 算 レ ベ ル で の被害

想定 される首 都直下 地 震， 東海・ 東南海・南海地 震

発 生 確 率 が 高 まっ ており
，R 本 の 災害 対 策 ・ 体 制の見

し は 急務 で あ る ．以下 ，こ れ まで 明 らか に した災害

’策 の 4 つ の日標にもとづ き ，災 害 対 策 基 本 法 制定当

に残さ れた 課題 が ど の よ

に解 決 されたのかも含め

現状 の 取り組 み の課題の 整理 を 行 う， （ 2 ） 災 害 対策
総合 化   マルチ ハザー ド・ 総合防 災 　 現 在， 多

の自治 体 で 新 型 イン フルエンザ ，国 民保 護 ， 食 の 安

， 自然災害 を 含む 安全 ・安 心に関 わ る あ らゆ る 事案

っ い て 取 り扱う 危 機
管理 部 局 が 設 置さ れ， マ ルチ ハ

ードで の 危機対応を行 う体制が構築されて いる．国 にお

て も， 阪 神・ 淡 路大 震災
の反省を踏まえ，内閣 危 機 管 理 監

1998 ） が 設 置さ れ ， あ ら ゆる 事案 の 初 動対 応 に

たる
織 が創 設され 35 ／’ ．応 急 対 応 に つ い ては マ ル チ

ザ ー ドで の 対応 の仕 組み が構 築さ れ る よ うにな っ てい

驕D 　 し か し な が ら ， 自 然災 害 に つ い て の 総 合 的な

策 の 構 築 を目 的 に 策 定 される地 域 防 災 計画 で さ え ，

害抑止 対 策に ついて は 各部局 の 対 策 を 寄 せ 集めた だ

の計 画 と な ってい る ． カ リフ ォル ニア 州 が 実 施し
よう に マルチ ハ ザード（ 地震 ，洪 水， テロ， 新 型イ

フルエンザ等々 ） を 対象とした被 害 抑止 対策の構 築

行
う必要 があ る ， 　ま た， 阪 神 ・淡

路 大 震 災 以降に指摘

れた災 害 対 策 基 木法 ， 防 災計画 にお け る 「復 興対 策

に関 す る 内 容の 不 足
】といった問題も残

れて お り， マルチハ ザ ー ド とい う 課
題

だ け で なく ，

合的

災害対
策
の構 築 と い う 点 で も課題が 残 さ れ ている．   総 合
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る機関の 設置に っ い て は ，災害対策基 本法制定 当時か ら

議論 が 続い て お り，現 在 も 「日 本版 FEMA 」 の 設 置 に 関

す る議論 が あ る
37〕．総合的な対 策を実施 す る上 で は 「リ

ソ
ース 亅

工12）が必 要 で あ り，総 合 的 な 災害 対策 を実施 す

る ［1で の，法的権限，代表制
・
合理 性 に 基づ く正 当性，

組織，資金，情報，人 材 を 確保す る 事が 可 能な，制 定当

時，さ らには 1995 年 の 改正 時の 議 論 に あ っ た防災省 ・防
災 庁 の 設 置 も含 め 実 際 に 災 害対 策 を 実 施 して い く 「体

制」 の あ り方 につ い て 検討す る必 要が あ る．

（2）災害対策の 計画化

  戦略計画化

　 災害対 策の 戦略計画 化に つ い て は米国同様 に ， 国が 東

海地 震，東南海
・南 海地震 に つ い て 人的被害

・
経済被害

の 軽減に つ い て の 数値 目標 を 持つ 防災戦略 を 定め て い る．
　 地 方自治体 にお い て も 「地 域 目標 」 を定 め る試み が 行

わ れ る よ うに な っ て お り，2009年 3 月現 在 ， 20都府県で

減災 目標が 設定 され て い る．表 6 に 白治体 にお け る防災

戦略の 策定 状況 を ま と め る ．地 方 自治体 に お い て は 災 害

対 策基本法 に 基づ き地域防災計画 を定め る事に なっ て お

り防 災 戦略 と地 域 防 災 計画 を どの よ うに関連 づ け るか が

課題 で あ る．表 6 に示す よ うに，地域 防 災 計 画の 行 動 計

両 （大 阪 府 ・徳島県他 ），地 域 防 災計 画 の
・部 （東 京

都），防災条例の 行動計画 （愛知県）等，そ の 位置づ け

は 多様 で あ る，災 害 対 策 基本 法 が 目指 した 災害対 策の 訓
・

画 化を 実現 す る，とい う意 味 にお い て は 東京 都の 試 み の

よ うに 地 域防災 計画 の 達 成 目標 と し て 「防 災戦 略 」 を 位

置づ け るこ と が望 ま し い ．
  復 旧対策

　復 旧対 策 につ い て，河 田
［L4）

は次 の 災害 に 備 え るた め

の 改 良復 旧で はな く，原 形 復 旧 が基 本 とな っ て い る事 に

つ い て の 問題 点の 指摘 を行 っ て い る．原形 ， 改 良 とい う

議論 に 加 えて ，人 口減少 社 会 に お け る 人 が 住 まな い 地域

につ い て は過剰な復旧 を しない こ とも見据 えた 新た な視

点 で の 復 旧対 策 に っ い て の 議 論 が 必 要 に な っ て い る．
  復 興 対策 ・組織

　 制 定 当時 に は そ れ ほ ど大 きな 問題 とな っ て い な か っ た

生活再建 が，現在の 災害復 旧 ・
復 興 に お け る大 きな課 題

と な っ て お り
31iJ

，災害対策基 本法 に 牛 活再 建 支援 も含め

　　　　　　　　　　　　　　　　表 6

た 復興対策 に つ い て 盛 り込 む 事 も検討す る必 要 が あ る．
ま た ，復 興 対 策に っ い て 統合 す る組 織 の あ り方 にっ い て

も検討 の 余 地 が残 され て い る．

　（3）巨大災謇へ の 対処

　 阪 神 ・淡路大震 災後 の 「災害 対 策基 本 法」 の 改 正 で ，
政 府 組 織 の コ ーデ ィ ネーシ ョ ン が能力 ，初 動 対 応 の 仕 組

み は改 善 され た．しか しな が ら，残 され た 課 題 も存 在 す

る．阪神 ・
淡路大 震 災後に 内閣総理大 臣 の 諮 問機関 と し

て 設 置 さ れ た 「防災 問題懇 談会 」 は 災害時 の 白治体支援

に 関 す る提言
“ s）

を 出 し て い る．国会審議で は，米国 の

危 機 管 理 ）i：（FEMA ） の よ うな組 織 の 設 置 につ い て の 議

論が あっ た が，初動体制 に つ い て の 議論 に 終始 し て お り，
FEMA の も う

・
つ の 特徴 で あ る，大規模 災害時に は 現 場

で実 際 に災害対 応 に あ た り ， 地 方白治 休 に代 わ っ て 応 急

対 応 を行 っ て い る 点 に つ い て の 議 論 は ほ とん ど行 われ な

い
s9｝ ．

　 地 方 分権 に 関す る 議 論 が進 ん で い る が，東海 ・東南

海 ・南海地 震 の よ うな超広 域に 渡 っ て 被災する よ うな被

害 に っ い て は 国 の 調整 ・支援が 不 可欠 で あ る．国 は，朿

海 地 震，東 南海 ・南海 地震，首都 直 下 地 震 に っ い て国 の

活 動 計 画 で あ る 「応 急 対 策活 動 要 領 」 を 定 め て い る ．
「応急対策活動 要領」 で は，大規模災害時に は 災害対策

基木 法 に 基づ き内 閣総理 大臣 を木 部長 と す る 「緊 急災害

対 策本部 亅 が ・「r：ち 上 げ られ ， さ らに 「緊 急 災害 現 地 対策

本 部 亅 が現 地 に 設 置 され る．しか しな が ら，国 の 活 動 は

「防災関係機関に 対 し，災害応急対応の 実施 に 関 し 総合

調 整 を 行 う」　 「管轄 内府県か ら の 要請 に っ い て は，現地

対 策本部 が そ の 要請 を
一

Jt 的に 把握 し，必要 な調整 を行

う」 とい うよ うに 基本的 に は防災閼係機 関 の 活 動の 調整

が 主 要 な任 務 とな っ て お り， 国 が 直接 災害 対 応 を実施 す

る も の と は な っ て い ない ，
　災害対策基 本 法に 関わ る業務 は 自治業務

 
で あ り 国

と地 方 自治体は 対等 の 関係 に あ る こ と か ら国が 代理執行

す る事 に 問 題 が あ る．しか し な が ら，災害救助法に っ い

て は
一

部 が 第
一

号法 定受託 事務 とな っ て い る．災 害対 策

基本 法 制 定 当時 に は，伊 勢湾台 風 の 経 験 を踏ま え る と関

東 大震 災 の よ うな大 き な災害 を想 定 した場
・
合 「中 央 の 実

都道府県に おける防災戦略策定状況
 

地　　f 計画 の タ　トル

埼玉 県 達成 目標 毎に数値目標 独立 埼玉 県危機管理 ・
防災戦 略 2006

東京都   住宅の 倒壊 による死者 の半減、  火災 に よる死 者 の 半

減、  住宅 の倒壊や火災による避難者を3割減、  ライフラ

イン 被害等 による避難者を7 日以内に帰宅 、  外出者 を4日

2　 に
■

第3章 東京都地 域防災計画 霞災編 2007

△ 10　　 で
「

日 、
岐阜県 死 者 を出 さな い 増やさない

条例に 基づ く行動計画
岐阜 県地震防災行動計画【平成18 年度

一222006

’
減 即

目
　　　 　　 ションプロ グラム 20062006

愛知県 被害 （死者・経済被害 ）を半減 条例に 基づ く行動計画
地震に強 い愛知県をめざして篁2次あいち地震

　　 　 ションブラン
2007

三 里 県 被 害 （死者 ・経 済被 害）を半減
条例に 基づ く事業計臥 地

　 　≦
’
　 の

曽 第2次三重地震対策アクションプログラ厶 2007

鹽 ● 昌 ションブ
ー
ン 2009

亰都府
東南海・南海地震の 被害 を可能な限り抑止するとともに 、直
　

ll
　　 の

地 域防災計画に 反映 京都府 戦 略 的 地震防 災 対策 指針 2009

奈 人的被害　　
・ ム 　 日　 　 　 f　 　 　 　 ご　

’
　 ロ 　

■
ム 2006

和歌山県 死 者数を半減 独立
和歌山県地震防災対策アクションプログラ厶 改 2007

に
ム 魅

か や 　 　つ し方 ン 2007

広 島 県
大規模地 震の 発生に より想定される死 者数を5割以上，経
　 　 　 　 3　 2 上

・’ 地域防災計画に反 映 広島 県地震紡災戦略 2008

口 10 　　 で 7　　　　　　　　　　 6 碼 口　　　　　雪 2009
回

ゼロ 絡
呂
　　の

’
　 冒 f　　　

『
2006

川 人的・　　 　　 ゼロ 1−’づ1 1　　 5 ⊆ 2007
人的　　　 　 ・　　　 の　 　　　 め 、E 、日 2007

口 讐 f　　　　　　　啻
一

　　 　囹　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　
一
　　 畳　　　　　　　鹽 2008

．「 日
地 　　　｛　　　　 ションナ ラン 2006
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施責 任 とそ の 権 限 を強化 して も地方 自治 の 本 旨 に反す る

こ と は なか ろ う」
40｝

とい う意 見 も あ る．具体的 に 国が 地

方自治体に 代 わ っ て ど うい っ た業務 を実施する の か に つ

い て は 今後 の 検討 課 題 で あ る が ，　 「災害対 策基 本法 」 を

改正 し，巨大災害 に限 っ て は米 国 同様 に国 が直接
．
対 応 に

あ た る よ うな仕 組み を考 える必要 があ る．

（4）将来 ビジ ョ ン との 融合

　将 来 ビ ジ ョ ン との 融合に つ い て は，先述の 1950 午 に制

定 され た国 土 総 合開 発法 に お い て 災害 に 強 い 国 土 闘 発 が

H 的 の 一
っ と し て 挙げ られ た が，T ．業立地 開 発 が 国 土総

合開発法の 主 た る 日的 となっ て い く，2005 年 に 国上 総合

開発 法は 国 土形 成計 画法 に 改 正 され、2008 年 に 策定 され

た 国土形 成 計 画 （全 国 計 画）
4L）

の 中で は，　 「新 しい 国土

像 実現 の た め の 戦 略 的 目標 亅 の 一
つ と し て 「災害 に 強 い

し なやか な 国十 の 形成 」 が あ げ られ て い る が，国t 形成

計画 の 実行計画 に つ い て は 地 方計画 に 委ね ら れ て お り，
災害 対 策が 国土 形 成 計画 の 地 方計 画 に盛 り込 ま れ る か ど

うか は不 明 で あ る．
　 また，地方 自治体に お い て は 総合計画，都市計画 マ ス

タープ ラ ン が 作 成 され て い るが ，白治休 で 行 わ れ て い る

被 害想 定結果 が参 照 され てい る事例 は存在 しない
41i ．地

域 の 将来 ビ ジ ョ ン に災 害対 策 との 融 合を行 う事 が課 題 と

して 残 され て い る，

5 ，まとめ と今後の課題

　 災警対 策基 本 法 の 制 定過 程 の 分析 ，災害対策 ・体制 の

日米 比 較結果 を踏 ま え 21紀前 半 の 巨 大災 害 に備 え た災害

対 策基 本法 を 中心 と す る 日本の 災 害対策 の 課 題 に つ い て

検討 を行 い 以 下 の 結 果 を得 た．

D 災害対策基本法 は制定当時，災害対策 の 総合化，災害

対策 の 計画 化，巨 大災害 へ の 対処 とい う 3 っ の 口標 を持

っ て い た が，3 つ の 目慓は 完全 に は実現 され て なか っ た．
2） 日米 の 災害 対 策 とも，被害軽減の 時代 ＜ R 本 ：

〜伊勢

湾 台 風 （垂959） ，米 国 ：
〜HurricanG　 Andrew 〔1992）， ．

Northridge　E韻 hquake（1994）〉，被害 抑 ［F．の 時 代 く 日 本 ：

〜阪神 ・淡路大震災 （1995），米国 ：
〜同 時多発テ ロ

noOl） 〉 を経 て ，現 在，マ ル チ ハ ザード ・総合 防 災 の

時代 と な っ て い る ，米国 に お い て は 同 時 多 発 テ ロ

〔200D ，Hurricane 　Katrina （2005 ） の 経験を経て ，マ ル

チ ハ ザ
ー

ドで の 復興ま で の 含む総 合的 な 災害対 策 の 枠組

み が ほ ぼ実現 され て い る．
3） 災害対策の 総合化につ い て は，陂害を出 さない た めの

被 害抑 止 対 策の 総合化 に つ い て 課 題 が残 さ れ て お り，災

害対
’
策 を総合 的 に 実 施す る 体制 の 構 築 が 求め られ る．

4） 災害対 策の 計画 化 につ い て は，数値 口標を 持っ 「防災

戦略」 が 策定 され る よ うに な っ て お り 20 都府県 で 策定が

行わ れて い る．また 「地 域防 災計画」 とどの よ うに関係

づ け るか が課 題 で あ る．
5）巨大 災害への 対 処 につ い て は ， 阪神 ・淡路大震 災後の

災 害対 策 ・体制 の 見 直 し に よ り，政 府 内部の 体 制 の 整 備，
初 動 体制 の 拡 充が 行 われ た が，被災自治体の 応急対 策支

援 に っ い て は 課 題が 残 され て い る ．災害 対 策基 本法 に基

づ く災 害対 策 は 自治 事務 で あ り国 が 直接的な 関 与を実施

す る事 が 難 し い 状況 に あ る が，巨大 災害 時 に は 国が直接

対 応 で き る よ うな 仕組 み に つ い て r災害対 策基本法」 の

改正 等の 検討 を行 う必 要が ある．
6）将 来 ビ ジ ョ ン との 融合に っ い て は，自治体の 総合計画，
都市計画 マ ス タープ ラ ン への 被害想 定結 果 の 反映 が 求 め

られ る．
　本 論文 で は 21 世 紀前半 の 巨大災害に 備え る 上 で の 日本

の 災害対 策の 課題 につ い て 整理 を行 っ た．今後 ， 本論 文

で 明 らか に な っ た課 題 を如 何 に 解 決 して い くの か に つ い

て 検 討 を行 っ て い きた い．
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減 災特別 プ ロ ジ ェ ク ト （文 部科学省）　 「広域的危機

管理 ・減災体制 の 構築に 関す る 研 究」、科学研 究費補助

金基盤研 究（C）「土 地利用 規制 に基づ くマ ル チ ハ ザード型

の 新 た な 防 災施 策 の 展 開 に 関す る研 究 」 、科 学技 術試 験

研 究 委 託 事 業　東海 ・
東南海 ・南海 連 動性評 価 プ ロ ジ ェ

ク ト （文 部科 学 省）　 「連 動 性 を 考慮 し た 強震動 ・津波予

測及び 地震 ・津波被害予測研 究」 の 研 究成果 の
一

部 と し

て と りま と め られ た もの で あ る。

補注

（D 本 論 文 では，応 急 対応，復 旧・復興，被 害抑 rlt，被 害軽 減，とい う

川語 に っ い て ，東都大学防 災研究所編 （2003）
4s，p171 の 定義に 従い ，

Reδponse≡応 急対 応，　Recuvery＝・zal口・復 興、　Mitigatien；＝被害抑止，
Preparedness＝被害軽減 とい う意味で 使 用する．京都 大学防災研究

所 （2003）で は被 害 抑止 とは 「被 害 を出さないた めの 対策」，被 害 軽減

とは 「発生 した被害を最 小限にくい とめ る」と意味で 使用して い る，な
お，1坊災 自書平成 L7 乍 版で は Resp ・nse＝災害応 急対 応，　Recuvery
＝復 旧

・復興，MiLigaLion＝予防・減災，　Prcparcdnoss＝事前 準備とし

て い る．
（2）全体の 流れ につ い ては防災行政研究会 （ZOO2 ）ω

を、十 勝沖地震
〜伊勢湾台風 の 期 間 の動 きに つ い て は今 井 實 （1961）4s）を，自民党 ・
社会党の 動きにつ い て は 獅合武 （196i）iO♪を，国会で の審議につ い て

は国会議事録検索シ ステム （一 ）を参考 に 筆者

作成．
〔3）また，岸 首

’
相は さらに 袿会クラブの 西 村榮

一
議員からの 質問に 対

し，「ただ
一

時 的 な，また部 分的 な災 害対 する処 置とい うこ とで はなくし

て ，総合的に ，さらに 従来 まだ十分 に行われ て お りませ ん科学的な見

地か ら，台風 の 生 態や，あるい はその 動 き等 に対 して，これ に対 す る

方策を立 て る必 要が ある ．こうした総 合的，科学的な 基本，抜本的 な

対 策を ・

tr
：てまして ，将 来の 国 土保 全 の 恒久 策 として は 通 常国 会にお

い て ご審議を願 っ て い きたい と思い ます」
17）

とも答 弁して い る．
〔4）安井 自治大臣 は以 トのように，提案埋 山，内容の概要の 説明を行

っ てい る．第 3 の 目標 につ い て は筆者が 内容 を要約 して 「巨大 災害

に対処する体制の 確立 」とした．
「この 法案 に おきまして，特 に 留意い たしました点 は，次 の 通 りで ありま

す．第一
は，災害 対 策の 総 合化 であ ります ．（中略）第二 は ，災害対

策の 計 画 化で あります，（中略）第 r は，災害対 策の 緊 急 性 にかん が

み，特 に災 害 が 国 の 経 済及 び 社会の 秩序 に 重大な影響を及 ぼすべ

き異 常か つ 激甚なもの で ある場 含 に 対処 する体制を確 立す ることで あ

ります．」ls）

（5）国会審議 の 流れに つ い て は，風間，2eo24sにお い て 詳しく検討さ

れて い るた め，ここで は詳述 しない ．
  ここで言 う応急対応 とは 「災害が まさに 起こ ろうとした 場合又 は 起こ

っ た揚合にお ける人 命，財 産 等の 救 助又 は これ に関 連 して必 要 となる

各種 の 臨機 応急 の 措置，あるい はこうい う災害に よ っ て 生 じた 治安上

の 問題 に 対す る措置 亅
i“o

とい う意 咲 で ある．
  災害対 策基本法以 前の 災害復 旧経 費の 国の 負担 に っ い て は ，
「農林水産施 設災害復 「日事業費国庫補助の 暫定 借置 に関す る法律」

（1950），「公 共 十木施設 災害復 旧事業費 国庫負担法」（1Y51），「公

立 学校施設災害復 旧費国庫負担 法 亅（1953）が存在したが，一定 規模

以上 の 災害につ い てはこの ような法制度で 対応する事が 困難であ っ

た
511．

（8）内 閣内
：20095z》，　JehnsDn，　A，　Laurie，2009i3｝，　Catifvrniu　Seismic

SafeLy　Commission，　2000i4】を元 に筆者 作成

  カ リフt ル ニ ア 州で は，サ ンフ ェ ’レナ ン ド地 震 〔1971）後，それ 以外

にも断層法 （Alquist−P質olo 　Geolngic　I　Iazards　Zone　Act （SB　520））
〔1972＞，病院 地震防災法 （Huspital　Seismic　Safety　Act　 of 　1972 （SB

519，Chap しer　l13D））（1972）力制 定 され た．
（to）Nationn］ReSPonse　Planの 基本的な考え方 として

”
nll　hfizards，　al1
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discipline
”
hSある

謝 ．
（11）業 績指標 として，「潜在 的な災害 に よる経 済被害の 低 減額 ：

＄2．10B（FY2008）→＄2．48B（FY2013＞」等 が定められ ている，
（⊥2） 凪問

56 】

は 「リソ
ー

ス 」として、法的権限，TF当性の リソ
ー

ス 〈代表

性・合 理 性），組織リソ
ー

ス ，資金 リソ
L−’

　7・，情報リソ
ー

ス ，人材リソ
ー

ス

をあげてい る．
（13）大阪府作成資料を基 に筆者作成

（14）河 田
s7）

は，阪 神・淡 路 大震 災 を踏まえ災 害対 策基木 法 の 問題 点

として D 地震防災が主 たる対象の
・
っ となっ て い ない 事，2）消 防庁

と国上 庁 の 軋轢がある，3＞守 る べ きもの の 変 化に気 づ い てい な い ，4）
行政の 役割しか 明示してい ない ，5）予 防と応急対策が 中心 で 復興が

含まれ て い ない ，6）実態 は原 型 復 旧 宅義 で あ ろ，7）二 次災 害，複合

災害などの 内容 が 含まれてい な い ，とい う指摘を行 っ てい る．
（15）「大規模 災害時 には 国 にお い て ，積極 的 に地 方 公 共 同体 の 応

急 対 策の 支援を行 うべ きである．特 に被災 地 方公 共団 体の 機能が災

害に より低下 して い る場合 には ，国は ，都道府県、市 町村との 役割分

担を尊重し つ っ も，総理 大臣 を陣頭 に 国の 能力 を発揮し，各行政機

関が
一体とな っ て緊急事態に対処 することがもとめられる1

（L6）国民保護法 （武 力攻撃事態等にお ける国民の 保護 の ため の 措

置に 関す る法律 施行令〔平成 十 六 年政 令第二 百 七十 五 号）〕につ い て

は 法定受 託 琳務とな っ てい る
58）．
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